
　　　　　　　　　　　　申し込み日：　　　　　　　　　　　










私は以下の理由によりAMDA社会開発機構の事業見学を希望します。見学にあたっては規則を十分に理解し、遵守することを約束いたします。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



見学規則

1. 事業見学希望者は少なくとも日本出国の14日前までに、申込書をAMDA社会開発機構本部（以下本部）に提出し、同7日前までに、その申し込みが本部に了承されたことを確認する。同当日までに会員の申し込みを行なう。口頭による見学申し込みは受け付けない。電子メールによる申し込みも可能だが、現地到着時に再度申し込み用紙に記入する。また、併せて到着時に、見学にかかる調整経費1日当たり50ドルを日数分現地事業責任者に支払う。

2. 見学の最中は、現地に駐在している日本人スタッフの指示に従い行動する。日本人スタッフがいない場合は、現地事業責任者もしくは当責任者から指名された現地スタッフの指示に従い行動する。

3. 日本人スタッフ及び現地事業責任者の許可なく医療行為、または取材行為を行なわない。写真やビデオの撮影も行なわない。

4. 見学規則の内容に違反して医療行為もしくは取材・撮影行為を行ない、万が一第三者、あるいはＡＭＤＡが不利益を被った場合、その結果についてＡＭＤＡ及び事業は一切の責任を取らない。不利益の内容によっては、違反行為を行なった見学者本人が賠償を行なわねばならない。

5. 見学中に獲得したあらゆる情報を、不特定多数の視聴者及び読者に対して公表または出版する場合は、事前に本部の了解を得なければならない。

6. 見学は一度に５人以内とし、事業サイト到着から５日間を超えて行なわない。

7. 以上の規則内容に著しい違反行為が認められたときは、見学の即時中止を求められ、見学者は無条件で従う。

以上

AMDA社会開発機構事業見学申し込み書





見学の目的：








氏名：	　性別：　　　　　　年齢：	　才





見学希望日：　　　　月　　　　日　から　　　　月　　　　　日まで





見学希望事業：　　　　　　　　　　　　　　


事業所名


所属先：	（専攻）：				


現住所（日本）：





電話番号（日本）：





現地滞在連絡先：





略歴：


































































































